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民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
を
活
用
し
た
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
一
層
の
促
進
を
図
る
た

め
、
公
共
施
設
等
の
対
象
の
拡
大
、
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
が
当
該
公
共
施
設
等
の
公
共
施
設
等
運
営
権
者
の
提
案
に
よ
り

実
施
方
針
の
う
ち
公
共
施
設
等
の
規
模
又
は
配
置
に
係
る
事
項
を
変
更
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
手
続
等
の
整
備
並
び
に
株
式

会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
の
業
務
へ
の
民
間
支
援
業
務
の
追
加
及
び
同
機
構
が
保
有
す
る
株
式
等
の
処
分
に
係
る

期
限
の
延
長
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
定
事
業
の
対
象
と
な
る
公
共
施
設
等
に
ス
ポ
ー
ツ
施
設
及
び
集
会
施
設
を
追
加
す
る
。

二
、
公
共
施
設
等
運
営
権
者
は
、
国
民
に
対
す
る
低
廉
か
つ
良
好
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
た
め
に
公
共
施
設
等
運
営
権
に
係
る

公
共
施
設
等
に
つ
い
て
維
持
管
理
と
し
て
の
工
事
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
共
施
設
等
運
営
権
に
関
す
る

実
施
方
針
の
公
共
施
設
等
の
規
模
又
は
配
置
に
関
す
る
事
項
の
変
更
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
共
施
設
等
の
管

理
者
等
に
対
し
、
当
該
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
の
提
案
（
以
下
「
変
更
提
案
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



二

三
、
変
更
提
案
を
受
け
た
公
共
施
設
等
の
管
理
者
等
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
変
更
提
案
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
当
該
変
更
提

案
に
係
る
公
共
施
設
等
の
工
事
が
公
共
施
設
等
運
営
事
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な

く
、
か
つ
、
国
民
に
対
す
る
低
廉
か
つ
良
好
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
変
更
提
案

に
係
る
実
施
方
針
の
変
更
の
案
の
内
容
を
そ
の
内
容
と
す
る
実
施
方
針
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
業
務
に
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
追
加
す

る
。

１

特
定
選
定
事
業
を
支
援
す
る
事
業
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
に
対
す
る
専
門
家
の
派
遣

２

特
定
選
定
事
業
を
支
援
す
る
事
業
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
に
対
す
る
助
言

３

特
定
事
業
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
及
び
情
報
の
提
供

五
、
機
構
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
そ
の
保
有
す
る
株
式
等
の
処
分
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該
期
限
を
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


